
（通称）みどりの食料システム法に
基づく基本計画の策定について

1

１ 基本計画の位置づけ

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促

進等に関する法律」（以下、「みどりの食料システム法」という。）第16条第１項

に基づく基本計画として、「（仮称）滋賀県みどりの食料システム基本計画（以

下、「基本計画」という。）」を策定する。

環境・農水常任委員会 資料３－①
令 和 4 年 ( 2 0 2 2 年 ) 1 0 月 6 日
農 政 水 産 部 み ら い の 農 業 振 興 課
琵 琶 湖 環 境 部 森 林 政 策 課



〇計画認定制度の枠組み（国「みどりの食料システム法の認定制度等について」より）

２

県の既存計画を
有効活用できる
ものとする



①環境こだわり農業推進基本計画
②～みらいを創る しがの農林水産業気候変動対策実行計画～
の2計画を既存計画に位置づける

市町の要望に応じて設定
（今回は設定しない）

〇基本計画のイメージ（国「みどりの食料システム法に基づく基本計画の作成等の手引き」より）

３



２ 基本計画策定の考え方

・県が主導して作成し、県・市町連名で基本計画を策定する。

・「滋賀県環境こだわり農業推進基本計画（平成31年（2019年）3月策

定）」ならびに「みらいを創る しがの農林水産業気候変動対策実行計画（令

和4年（2022年）3月策定）」の２計画を既存計画として活用し策定する。

・滋賀県環境こだわり農業推進基本計画は、今年度の改定を予定しているため、

現計画で策定した後、改定後に基本計画の変更を行う。

・特定区域については、今後市町からの要望があれば設定する（今回は設定し

ない）。

４



４ これまでの経過と今後の予定

令和

4年

７月１日 みどりの食料システム法施行

８月～９月 基本計画策定について市町へ意見照会

９月15日 国の基本方針策定（公表）

１０月6日 基本計画の策定について （常任委員会）

10月上旬 基本計画について市町と協議

１０月中旬 基本計画について国と協議

10月下旬
基本計画策定

生産者からの認定受付開始（環境負荷低減事業活動計画等）

５

３ 基本計画（案） 資料３－②のとおり


